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証券コード２４０８
年２月 日

株 主 各 位
香川県高松市今里町二丁目２番地

（岡山本社事務所）

岡 山 市 北 区 平 田 番 地

株 式 会 社 Ｋ Ｇ 情 報
代 表 取 締 役 社 長 益 田 武 美 

 
第 回定時株主総会招集ご通知

 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し
上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会

参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、 年３月 日（水
曜日）午後５時 分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具 
記

１．日 時 年３月 日（木曜日） 午前 時
２．場 所 岡山市北区表町一丁目５番１号

岡山シンフォニーホール ３階 イベントホール
（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

３．目的事項
報告事項 １ 第 期（ 年 月 日から 年 月 日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２ 第 期（ 年 月 日から 年 月 日まで）計算書類報告の件 
決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上 
 

 
 
◎ 本総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し 

上げます。 
◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき

事情が生じた場合には、当社ホームページ（ ）において掲載することにより、お知ら
せいたします。
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第 期 事業報告
年 月 日から

年 月 日まで

１．企業集団の現況に関する事項 
１－１．事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、働き方改革に伴う合理化・省力化投資が進む等、企業の設備投資は増加基
調が持続するものの、海外経済の減速に伴う輸出の低迷や、大型台風等の影響による生産停止等製造業の弱含みが続
く等、その先行きは不透明な状況にあります。
このような中、当社グループでは、求人関連情報では求職者と求人情報のマッチングを効果的に実現するインター

ネットサービスの充実と、人材紹介・派遣等のリアルな人材提供サービス、この２点を中心にフリーペーパーを各種
サービスの補完媒体として活用しながら事業に取り組みました。ライフ関連情報では、家づくり相談・紹介サービス
での新規エリアへの展開、各種セミナーや見学ツアー等の開催、賃貸物件情報サービスでは提携先及び掲載物件数を
増やすための取り組みを行いました。
この結果、ライフ関連情報では、住宅関連情報において 月 日に山梨県甲府市に新規店舗をオープンし、既存店

舗でも集客数の増加による営業収益の増加等、順調に推移したものの、求人関連情報では、近年、急激にマーケット
を拡大したアグリゲート型サイトの影響を受け、当社求人ＷＥＢサイトとフリーペーパー共に広告収入は減少傾向
にありました。各エリアにおいてＷＥＢサイト、フリーペーパーそれぞれ強みを活かしたサービスの展開に取り組み
ましたが、十分な結果を出すことができず、結果的に利益率の悪化したフリーペーパーを休刊したこと等により営業
収益の減少が加速し、営業収益は 億６千７百万円（前年同期比 ％減）となり、営業損失は２億２千８百万円（前
年同期は、営業損失３千５百万円）、経常損失は２億１千万円（前年同期は、経常損失２千２百万円）となりました。
また、減損損失を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失は３億１千７百万円（前年同期は、親会社
株主に帰属する当期純損失５億４千２百万円）となりました。
当社グループの主力事業である情報関連事業の当連結会計年度における営業収益は 億４千８百万円（前年同期

比 ％減）となりましたが、これを分析すると下記のとおりであります。
なお、当社グループは情報関連事業以外に、他社印刷物の受注に係る印刷事業及びＷＥＢサイトの構築・運営等を

営んでおりますが、重要性が乏しいため記載は省略しております。

（求人関連情報）
求人関連情報につきましては、人材紹介・派遣等のリアルな人材提供サービスにおいて、“しごとは「探す」から

「計画する」へ”というコンセプトの下、しごと計画学校を多店舗で展開し、経験豊富なスタッフがマンツーマンで、
一人ひとりの求職者にきめ細かいコンサルティングを提供することでマッチング率が向上し、営業収益は増加した
ものの、転職者向けイベント等からの求職者登録数の増加が想定を下回り、計画どおりの営業収益を得るまでには至
りませんでした。また、フリーペーパーに係る広告収入が求人関連情報の営業収益全体の ％を占める等、依然高い
状況であり、フリーペーパーに係る広告収入の減少を他サービスで補うことができなったことにより営業収入は
億８千９百万円（前年同期比 ％減）となりました。

（ライフ関連情報）
ライフ関連情報につきましては、住宅関連情報における家づくり相談・紹介サービスの増収及び賃貸物件情報サー

ビスの登録物件数の増加による増収により、営業収入は６億５千８百万円（前年同期比 ％増）となりました。

 

（添付書類） 
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企業集団のセグメント別営業収入の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 金 額

求 人 関 連 情 報

ラ イ フ 関 連 情 報

百万円

百万円

情 報 関 連 事 業 合 計 百万円

そ の 他 百万円

合 計 百万円

１－２．資金調達等についての状況

（１）資金調達
該当事項はありません。

（２）設備投資
当連結会計年度に取得した有形固定資産及び無形固定資産の額は、１千３百万円であります。その主なもの

は情報関連事業における建物及び構築物の取得額５百万円及びその他の取得額５百万円等であります。

１－３．直前三事業年度の財産及び損益の状況

（１）企業集団の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分 第 期 第 期 第 期 第 期

決 算 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

営 業 収 益

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 △ △ △

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失
（△）

△ △

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失（△）

円 円 △ 円 △ 円

総 資 産

純 資 産

１ 株 当 た り 純 資 産 円 円 円 円

（注）１．第 期については、求人関連情報におけるインターネットサービス及び住宅関連情報における家づくり相談・
紹介サービスの成長等がありましたが、クーポン関連情報及びブライダル関連情報における情報誌の収益力低
下により、減収、減益となりました。

２．第 期については、求人関連情報における連結子会社の取得や住宅関連情報における家づくり相談・紹介サー
ビスの増収等がありましたが、求人関連情報のフリーペーパー市場の衰退等の影響により、減収、減益となりま
した。

３．第 期の営業収益及び経常損失並びに親会社株主に帰属する当期純損失の状況につきましては、前記「１ １
事業の経過及びその成果」に記載しております。
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（２）当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分 第 期 第 期 第 期 第 期

決 算 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

営 業 収 益

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （ △ ） △ △

当期純利益又は当期純損失（△） △ △

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失（△）

円 円 △ 円 △ 円

総 資 産

純 資 産

１ 株 当 た り 純 資 産 円 円 円 円

１－４．対処すべき課題

（１）現状の認識について
当社グループは、求人関連情報事業（香川県における求人情報誌の発行）からスタートし、住宅関連情報、

ブライダル関連情報、主に釣りを中心としたレジャー関連情報等と一貫して情報提供を主たる事業とし、コン
テンツの追加及びエリア拡大を中心に事業展開してまいりました。近年、当業界における市場環境は大きく変
化し、情報提供方法もペーパーメディアからインターネット等へと様変わりしておりますが、当社グループの
ペーパーメディアへの広告掲載料収入の営業収益に占める割合は高い状況にあります。ここ数年は、広告掲載
料収入の構成比の低減を図るため、情報提供方法の見直しを行うとともに新規事業への取り組み及びエリア拡
大による事業拡大並びに縮小、衰退市場からの撤退等による効率の向上に取り組んでおります。
しかしながら、主たる事業である求人関連情報事業における情報提供方法の転換が予定どおり進まないこと

もあり、営業収益、利益ともに右肩下がりの状況に陥っております。 
また、当社グループは、広告主との直接取引、印刷の内製化及び流通の自社配送等を基本方針としているこ

とにも起因し、同業他社と比較して従業員を多く雇用しております。当社グループは、人材が最も重要な経営
資源であり、企業の発展には従業員の成長が不可欠であると考えておりますが、時代に適応した人材教育体制
の確立、運用ができない場合は、企業体質の弱体化を招く可能性があります。

（２）当面の対処すべき課題の内容
上記のことを踏まえ、当面の対処すべき課題として下記の二点を挙げております。

ア．複合的サービス提供による営業収益及び利益率の回復
イ．人材教育体制の強化

（３）具体的な取組み状況等
ア．当社グループの営業収益に占めるペーパーメディアへの広告掲載料収入の割合は、前事業年度より ％程度
低下しているものの、約 ％と過半数を占めております。また、構成比の低下には住宅関連情報における家づ
くり相談・紹介サービスやインターネットにおける賃貸物件情報サービスの増収などのプラス要因がありま
すが、求人情報誌のシェア低下や休刊などによる広告掲載料収入の減収による影響もあるため、決して楽観で
きる状況ではありません。また、ペーパーメディアの発行に関わる印刷経費や流通経費等はほとんど変動しな
いため、一定水準の営業収益を下回った場合は利益を確保できないという体質にあります。 

今後は、全事業について現在の広告掲載料収入は維持しつつ、順調に推移している住宅関連情報について
は、新規エリアへの出店を加速し、事業の柱の一つとなるようにサービスを強化していきます。求人関連情報
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については大手アグリゲートサイトから当社ＷＥＢサイトへの流入率を増やすためのＳＥＯ対策、ＭＥＯ対
策等を継続的に実施しながら、求職者のニーズにマッチした求人情報を掲載して、提供情報の質を向上させる
ことに注力していきます。

大手サイトとの連携も強化して、自社ＷＥＢサイトへのユーザーの流入経路を増やします。また、当社の広
告掲載料収入の主たる媒体であるフリーペーパーのマーケットは今後も緩やかに縮小していきますが、各種
サービスの補完媒体として有効に活用できるツールであり、展開エリアやメディアに合致したターゲット（主
婦やシニア）を選定することで、広告媒体としても投下資本に見合った収益を生むサービスとして一定の需要
は期待できます。
さらに、人材紹介・派遣、技能実習生や特定技能等の就労資格で在留する外国人向けのサポートや受入れ企

業へのコンサルティング等にも注力し、紙媒体・インターネット・リアルな人材提供サービスによる複合的サ
ービスの提供を行うことにより、営業収益及び利益率の回復を図ってまいります。 

イ．人材教育は、教育、採用関係の専門部門である「管理本部 人材開発課」を中心に行っております。具体的
には、採用方法、採用基準及び人材評価制度の随時見直しや入社時研修、階層別研修等を定期的に実施してお
ります。今後は、グループ全体に活動を拡大するとともに、グループ内での人材交流等にも力を注ぎ、グルー
プ全体の人材育成に努めてまいります。

１－５．主要な事業内容

事 業 内 容 主要サービス

求 人 関 連 情 報 求人情報の提供及び有料職業紹介並びに派遣

ラ イ フ 関 連 情 報 住宅関連情報、ブライダル関連情報、釣り情報等の提供

そ の 他 他社印刷物の印刷及びＷＥＢサイトの構築・運営等

１－６．主要な事業所及び工場並びに使用人の状況

（１）主要な事業所及び工場

当 社

本社：岡山市北区、高松支社：香川県高松市、松山支社：愛媛県松山市、

徳島支社：徳島県徳島市、高知支社：高知県高知市、岡山支社：岡山市

北区、広島支社：広島市中区、大分支社：大分県大分市、札幌支社：札

幌市中央区、生産本部（工場）：岡山市北区 
子会社

株式会社アピールコム
本社：山口県宇部市

子会社

株式会社ディー・ウォーク・クリエイション
本社：東京都千代田区

子会社
本社：ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市
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（２）使用人の状況

①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

名（ 名） △ 名（△２名）

（注）１．使用人数は従業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．前連結会計年度末に比べ、従業員数が 名減少しております。主な理由は、事業及び組織の統廃合に伴う自己都

合退職によるものであります。

②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

名（ 名） △ 名（２名） 歳 年 カ月

（注）使用人数は従業員数であり、パート及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 
 

１－７．重要な親会社及び子会社の状況

（１）親会社の状況

該当事項はありません。

（２）子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社アピールコム 千円 ％
求人情報を中心とした情報サービス
事業等

株式会社ディー・ウォーク・クリエ
イション

千円 ％ ＷＥＢサイトの構築・運営等

千円 ％
各種リサーチ・コンサルティング事
業等

１－８．主要な借入先及び借入額

該当事項はありません。
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２．株式に関する事項

（１）発行可能株式総数 株

（２）発行済株式の総数 株（自己株式 株を除く）

（３）当事業年度末の株主数 名

（４）上位 名の株主

株 主 名 持株数 持株比率

株式会社ＯＨＡＮＡ 株 ％

株式会社百十四銀行

益田 武美

須田 幸正

ＫＧ社員持株会

株式会社香川銀行

株式会社中国銀行

（ ）

株式会社伊予銀行

天井 次夫

（注）持株比率は自己株式（ 株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項

（１）当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（２）当事業年度中に当社従業員等に職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況

区 分 新株予約権の数
新株予約権の目的
となる株式の種類

及び数
行使期間 行使価額

交付した者
の人数

当 社 従 業 員 個
普通株式

株
年４月１日

～ 年３月 日
１株につき

円
名

当社完全子会社
の 従 業 員

個
普通株式

株
年４月１日

～ 年３月 日
１株につき

円
名

計 個
普通株式

株
名

（注）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員（取締役及び監査役をいう。
ただし、社外役員を除く。）または従業員（執行役員、出向社員を含む。）であることを要する。ただし、権利行使
時において当社が正当な理由があると認めた場合は行使条件を満たすものとする。その他の条件は、当社と新株予
約権の割当てを受けた者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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（３）その他の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

４－１．当社の会社役員に関する事項

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

益田 武美 代表取締役社長
株式会社アピールコム
代表取締役社長

須田 幸正 専務取締役

板野 信夫
取締役
事業推進本部長

橋本 功
取締役
求人事業部長

三上 芳久
取締役
管理本部長

藤井 光明
取締役
常勤監査等委員

中村 久雄
取締役
監査等委員

税理士

達野 克己
取締役
監査等委員

弁護士

（注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、各種会議への出席を継続的、

実効的に行うため、藤井光明氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員全員は社外取締役であります。なお、中村久雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査等委員中村久雄氏は、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。

４－２．取締役の報酬等の総額

（１）当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 額 摘 要

取 締 役

（監査等委員であるものを除く）
５名 千円

取 締 役（監査等委員）

（うち社外取締役）

３名

（３名）

千円

（ 千円）

合 計 ８名 千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．報酬等の限度額は、次のとおりであります。
（１）取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬等の限度額

年額 百万円（ 年３月 日開催の第 回定時株主総会決議）
ただし、使用人分給与は含みません。
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（２）取締役（監査等委員）の報酬等の限度額
年額 百万円（ 年３月 日開催の第 回定時株主総会決議）

３．社外取締役に対する子会社からの役員報酬等はありません。

（２）当事業年度に支払った役員退職慰労金 
該当事項はありません。

４－３．社外役員に関する事項

（１）他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項
該当事項はありません。

（２）他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項 
該当事項はありません。

（３）自然人である親会社等、事業報告作成会社又は事業報告作成会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員と 
の親族関係 
該当事項はありません。

（４）各社外役員の主な活動状況 
①取締役会及び監査等委員会への出席状況

取締役会（ 回開催） 監査等委員会（ 回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率 
取締役（監査等委員）

藤井 光明
回 ％ 回 ％

取締役（監査等委員）
中村 久雄

回 ％ 回 ％

取締役（監査等委員）
達野 克己

回 ％ 回 ％

（注）当社は監査等委員会設置会社であります。

②取締役会における発言状況
・藤井光明氏は、永く銀行業務の中で支店長･調査役・顧問を歴任された視点から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っ
ております。 

・中村久雄氏は、税理士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。

・達野克己氏は、弁護士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。

４－４．辞任した会社役員に関する事項

該当事項はありません。
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５．会計監査人に関する事項

５－１．会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

５－２．会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査等委員会が同意した理由

支 払 額

当事業年度に係る公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２．当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会
計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を確認、検討した
結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 条の同意を行っております。

３．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に該当する事項はありません。

５－３．会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第 条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

６．会社の業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

６－１．決議の内容の概要
取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体

制の整備について、次のとおり定めております。

（１）当社及び当社の子会社（以下、当社グループという）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制
①企業倫理・コンプライアンス担当取締役を選定し、経営理念を基軸とした当社グループ共通の「コンプライアン
ス・リスク管理規程」を策定するとともに、「コンプライアンスマニュアル」及び「行動規範」を運用し、企業
倫理・コンプライアンスに対する意識向上のための環境を整備する。

②当社グループの取締役及び使用人に対する教育を徹底すると同時に、「内部通報制度」の運用や定期的に実施し
ている監査等委員会及び内部監査部門による監査をさらに充実させることにより、コンプライアンス体制の拡
充に努める。

③「内部者取引管理規程」を設け、当社グループの取締役、監査役及び使用人の当社株式等の売買手続等について
規定するとともに、東京証券取引所が作成する「インサイダー取引規制入門」をイントラネットに掲載するなど、
インサイダー取引等の法令違反を防止するための対策を講じる。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制並びに当社の子会社の取締役の職務の執行
に係る事項の当社への報告に関する体制

①当社の取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」、「文書管理
規程」等の社内規程及び法令の定めるところに従い、適時、適切に管理、保存する。

②当社の取締役から閲覧の希望があった場合は、速やかに対応する体制を整える。 
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③当社は子会社担当取締役を選任し、当該取締役が子会社の取締役の職務執行状況を随時確認するとともに、原則
として毎週開催する営業会議、必要に応じ随時開催する経営会議及び毎月開催する取締役会において報告する。

④当社の取締役管理本部長は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役会等の重要な会議の議事録を開催
の都度入手し、内容確認の上、保管するとともに、必要に応じ当社の取締役会において報告する。

（３）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社グループで運用する「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「危機対策規程」並びに当社に適用する「防
火管理規程」、「地震等被害対策規程」等の社内規程に基づき、環境の整備・リスクの適切な識別、評価・モニタ
リング等のリスク管理体制を構築する。

②コンプライアンス・リスク管理担当取締役を選任し、管理本部管理部を主管部署とする。
③内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告する。
④不測の事態が発生した場合は、その内容の重要性を勘案し、必要に応じて対策本部を設置する等、迅速かつ適切
な対応を実施することにより、損害を最小限に抑える体制を整える。

（４）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
①「取締役会規程」、「経営会議規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等の社内規程

に基づき、取締役及び使用人の業務範囲や職務権限、責任と義務等を明確にするとともに、指揮、命令系統の一
本化を図り、業務を効率的に遂行する体制を構築する。

②業績管理については「予算管理規程」に規定する手続に基づき、取締役会において経営計画を決定し、毎月開催
する当社の取締役会において各取締役より子会社を含めた担当部門の月別施策及び結果の報告を行い、必要に
応じて計画の修正を行う体制を整える。 

③重要な業務執行の決定を効率的かつ迅速に行うため、定款の定めに基づき取締役会から取締役に委任された事
項について審議、決定する機関として、取締役（監査等委員である取締役を除く）で構成する経営会議を設置し、
随時開催する。

④当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、事業部長及び本部長で構成する営業会議を原則として毎週開
催し、当社グループの直近の状況を報告、確認することにより主要な経営幹部間の情報の共有化を図り、市場動
向の変化等の経営環境の変化に即応する体制を構築する。また、常勤の監査等委員は当該会議開催の都度、取締
役管理本部長から報告を受けることにより、当社グループの業務執行状況及び業績の動向等をタイムリーに把
握する。

⑤当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び部門責任者出席による事業部会議を毎月開催し、部門別の
状況を確認するとともに、経営方針の再確認等による意思の統一や中間管理職の研修の場としても活用する。

（５）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役（監査等委員である取締

役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。その人選

及び人事考課等については監査等委員会の同意を得たうえで決定する。

（６）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当
社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするため
の体制

①当社グループで運用する「内部通報規程」において通報窓口担当取締役を明確にし、通報窓口担当取締役は必要
に応じ、通報内容及び調査状況を監査等委員会及び取締役会に報告する。

②当社グループの取締役及び使用人並びに当社の子会社の監査役は、監査等委員会又は選定監査等委員の求めに
応じ、業務執行状況等の報告を行う。

③内部統制責任者は、当社グループのコンプライアンス状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
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（７）前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
当社グループで運用する「内部通報規程」に当該報告をしたことを理由として報告者に対していかなる不利益な

取扱いを行ってはいけない旨を定め、当該報告者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合は、
「就業規則」に従って処分を科す。

（８）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用は会社が負担することとし、毎期予算計上するとともに監査等委

員の請求及び関連社内規程に基づき、適正に処理する。

（９）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
①監査等委員は取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行について厳正に監査を 

行う。 
②監査等委員は、取締役会以外の重要な会議に定期的に出席し、業務執行状況を把握する。 
③監査等委員は、コンプライアンス及び内部監査部門と情報を共有し、コンプライアンス及び内部監査状況を常に
把握する体制を整える。また、必要に応じて内部監査部門に対し指示を行う。 

④監査等委員会は、定期的に会計監査人との意見交換を行う。 

６－２．体制の運用状況の概要

（１）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制について、監査等委員監査、内部監査及び内部統制委員会等を通じ

て、当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用状況を継続的に調査し、その結果を随時または定期的に
取締役会に報告することにより、適切な内部統制システムの構築、運用に努めております。 

（２）剰余金の配当決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、業績に対応し、かつ安定的な

配当を継続していくことを基本方針としており、年間配当金は配当性向 ％もしくは 円のいずれかの高い方
の金額と定めております。

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第 条第１項各号に掲げる事項につきましては、定款の定め（
年３月 日開催の第 回定時株主総会承認）により、取締役会決議で実施可能としており、当事業年度の期末
配当につきましては、 年１月 日開催の取締役会において次のとおり決議いたしました。

剰余金の処分に関する決議内容（ 年１月 日取締役会決議）

剰余金の配当 普通配当 円

配当金の総額 円

効力発生日 年２月 日

上記期末配当の実施により、 年８月に実施した中間配当 円と併せて、年間配当金は 株当たり 円と

なりました。

７．特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

（注）１．本事業報告中の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．営業収益などの記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（ 年 月 日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

受取手形及び売掛金 未 払 金

製 品 未 払 法 人 税 等

仕 掛 品 前 受 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 賞 与 引 当 金

そ の 他 そ の 他

貸 倒 引 当 金 △ 固 定 負 債

固 定 資 産 役員退職慰労引当金

有 形 固 定 資 産 退職給付に係る負債

建 物 及 び 構 築 物 資 産 除 去 債 務

機械装置及び運搬具 そ の 他

土 地 負 債 合 計

そ の 他 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 株 主 資 本

投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 金

投 資 有 価 証 券 資 本 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 △

その他の包括利益累計額 △

その他有価証券評価差額金 △

為 替 換 算 調 整 勘 定 △

新 株 予 約 権

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。 
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連 結 損  益  計  算  書 
年 月 日から
年 月 日まで

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

営 業 原 価

営 業 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

不 動 産 賃 貸 料

前 受 金 期 間 経 過 収 入

古 紙 売 却 収 入

そ の 他

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 費 用

固 定 資 産 除 却 損

そ の 他

経 常 損 失

特 別 損 失

減 損 損 失

税金等調整前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

当 期 純 損 失

親会社株主に帰属す る
当 期 純 損 失

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

年 月 日から
年 月 日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 △

当期変動額

剰余金の配当 △ △

連結範囲の変動 △ △

連結範囲の変動に伴う
為替換算調整勘定の増減

親会社株主に帰属する当期純損失 △ △

自己株式の取得 △ △

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △ △ △

当期末残高 △

その他の包括利益累計額 純資産合計

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

その他有価証
券評価差額金

当期首残高 △ ― △ ―

当期変動額

剰余金の配当 △

連結範囲の変動 △

連結範囲の変動に伴う
為替換算調整勘定の増減

親会社株主に帰属する当期純損失 △

自己株式の取得 △

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△ △ △ △

当期変動額合計 △ △ △ △

当期末残高 △ △ △

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１－１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 ３社
連結子会社の名称 株式会社アピールコム

株式会社ディー・ウォーク・クリエイション

は、設立間もなく且つ小規模であり重要性が乏しいため、前連結会計年度に
は連結子会社に含めていませんでしたが、当連結会計年度の期首より連結子会社にしております。

（２）連結子会社の事業年度等に関する事項
株式会社アピールコム、株式会社ディー・ウォーク・クリエイション及び の決

算日は９月 日であります。連結計算書類を作成するに当たっては、３社の９月 日現在の計算書類を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

１－２．会計方針に関する事項

（１）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの・・・・連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製 品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

仕掛品・・・・・・・・主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品・・・主要原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）
補助原材料及び貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

 
（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・・・定率法（ただし、 年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し

ております。
なお、主な耐用年数は建物 年～ 年、機械装置及び運搬具７年～ 年であります。

②無形固定資産・・・・・定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。

③リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（３）引当金の計上基準
①貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

②賞与引当金・・・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結
会計年度の負担額を計上しております。

③役員退職慰労引当金・・当社は、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内規に基づく当 
連結会計年度末要支給額を計上しております。 

（４）退職給付に係る会計処理の方法
当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 年２月 日。以下「税効果会計基準一部

改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 千円

４．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

岡山市北区 事業用資産 ソフトウエア

当社グループは、原則として支社及び支局等の各事業所を基本単位とし、共有資産については、共用資産を含む
支社・支局単位で資産のグルーピングを行っております。賃貸不動産及び遊休資産については物件単位によってグ
ルーピングを行っております。
当連結会計年度において営業活動から生じる損益が継続してマイナス又はマイナスとなる見込みである資産グル

ープ及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している資産グループについて回収可能性を検討した結果、上記資産
グループの回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。
なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は売却や他への転用

が困難であるため零として評価しております。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

５－１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 株

５－２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議
株式の
種 類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

年１月 日
取締役会

普通株式 年 月 日 年２月 日

年７月８日
取締役会

普通株式 年６月 日 年８月 日

計

（注） 年１月 日開催の取締役会決議における１株当たり配当額 円には、株式会社設立 周年記念配当 円
を含んでおります。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の
種 類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

年１月 日
取締役会

普通株式 年 月 日 年２月 日

５－３．当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 株

なお、当該新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。

６．金融商品に関する注記

６－１．金融商品の状況に関する事項 
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に情報提供サービス事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を調達してお
りますが、現在のところ大きな設備投資計画がないため、当面資金調達の予定はありません。また、短期的な運
転資金についても現在のところ借入等の必要は生じておりません。余資は安全性の高い金融資産で運用してお
り、デリバティブ取引等投機的な取引は行わない方針であります。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先

企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 
未払金は、すべて３カ月以内の支払期日であります。 
 

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク 取引先の契約債務不履行等に係るリスク の管理

当社は、顧客管理システム及び入金遅滞管理システムにおいて、事業部門ごとに入金遅滞先の状況を毎日確認
する環境を整えております。また、内部監査室及び管理部では、入金遅滞管理システムを通じ各事業部門より毎
月提出される「不良債権報告書」に基づき回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク 金利等の変動リスク の管理
当社は、現在借入金及び社債の発行等は行っておりません。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体 取引先企業 の財政状況等を把握し、また、取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク 支払期日に支払を実行できなくなるリスク の管理
当社は、管理部が、各部門からの報告等に基づき支払に係る情報を把握し、現金及び預金等の当座資産を勘案

した上で、毎月管理本部長に報告すること等により流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。 

６－２．金融商品の時価等に関する事項

年 月 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

現金及び預金 ―

受取手形及び売掛金 ―

投資有価証券 ―

資産計 ―

未払金 ―

負債計 ―

（注）金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
資 産

現金及び預金、 受取手形及び売掛金
これらはすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
投資有価証券
投資有価証券はすべて株式であり、時価については取引所の価格によっております。
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負 債
未払金
未払金はすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円 銭

１株当たり当期純損失 円 銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸  借  対  照  表 
（ 年 月 日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

受 取 手 形 未 払 金

売 掛 金 未 払 費 用

製 品 未 払 法 人 税 等

仕 掛 品 前 受 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 預 り 金

前 払 費 用 賞 与 引 当 金

そ の 他 そ の 他

貸 倒 引 当 金 △ 固 定 負 債

固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金

有 形 固 定 資 産 役員退職慰労引当金

建 物 資 産 除 去 債 務

構 築 物 そ の 他

機 械 及 び 装 置 負 債 合 計

車 両 運 搬 具 （純 資 産 の 部）

工具、器具及び備品 株 主 資 本

土 地 資 本 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

無 形 固 定 資 産 資 本 準 備 金

ソ フ ト ウ エ ア そ の 他 資 本 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産 利 益 準 備 金

投 資 有 価 証 券 そ の 他 利 益 剰 余 金

関 係 会 社 株 式 固定資産圧縮積立金

関 係 会 社 出 資 金 繰 越 利 益 剰 余 金

関係会社長期貸付金 自 己 株 式 △

そ の 他 評 価 ・ 換 算 差 額 等 △

貸 倒 引 当 金 △ その他有価証券評価差額金 △

新 株 予 約 権

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

年 月 日から
年 月 日まで

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

営 業 原 価

営 業 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

不 動 産 賃 貸 料

前 受 金 期 間 経 過 収 入

古 紙 売 却 収 入

そ の 他

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 費 用

固 定 資 産 除 却 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他

経 常 損 失

特 別 損 失

減 損 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失

法人税、住民税及び事業税

当 期 純 損 失

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

年 月 日から
年 月 日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金

合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金

合計
固定資産

圧縮積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

当期変動額

剰余金の配当 △ △

固定資産圧縮積立金の取崩 △ ―

当期純損失 △ △

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △ △ △

当期末残高

株主資本
評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

当期首残高 △ △ ―

当期変動額

剰余金の配当 △ △

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

当期純損失 △ △

自己株式の取得 △ △ △

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△ △

当期変動額合計 △ △ △ △

当期末残高 △ △

（注）記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。



- 24 - 

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１－１ 資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式・・・・・・移動平均法による原価法
②その他有価証券

時価のあるもの・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製 品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
②仕掛品・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
③原材料及び貯蔵品・・・主要原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
補助原材料及び貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

１－２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産・・・・・定率法（ただし、 年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用
しております。
なお、主な耐用年数は建物 年～ 年、機械及び装置７年～ 年であります。

（２）無形固定資産・・・・・定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。

（３）リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

１－３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

（２）賞与引当金・・・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業
年度の負担額を計上しております。

（３）退職給付引当金・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づ 
き計上しております。 

（４）役員退職慰労引当金・・役員の退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度 
末要支給額を計上しております。

１－４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
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２．表示方法の変更に関する注記
（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 号 年２月 日。以下「税効果会計基準一部

改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解

（注８）（ ）（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。

３．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 千円

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 区分表示したものを除く

短期金銭債権 千円

短期金銭債務 千円

４ 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 千円

営業原価 千円

営業取引以外の取引による取引高 千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 株
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６．税効果会計に関する注記

６－１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
役員退職慰労引当金 千円
減損損失 千円
税務上の繰越欠損金 千円
退職給付引当金 千円
関係会社株式評価損 千円
資産除去債務 千円
未払事業税 千円
その他 千円

繰延税金資産小計 千円
税務上の繰越欠損金評価性引当額 △ 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 千円
評価性引当額小計 千円

繰延税金資産合計 千円

繰延税金負債
資産除去債務対応資産 千円
固定資産圧縮積立金 千円

繰延税金負債合計     千円 
繰延税金資産の純額 －

６－２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
当事業年度におきましては、税引前当期純損失となったため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円 銭

１株当たり当期純損失 円 銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
年１月 日

株 式 会 社 Ｋ Ｇ 情 報

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士 三宅 昇 印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 藤井 秀吏 印

業務執行社員

 
当監査法人は、会社法第 条第４項の規定に基づき、株式会社ＫＧ情報の 年 月 日から 年 月
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適
用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＫＧ情報及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
年１月 日

株 式 会 社 Ｋ Ｇ 情 報

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士 三宅 昇 印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 藤井 秀吏 印

業務執行社員

当監査法人は、会社法第 条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＫＧ情報の 年 月 日から
年 月 日までの第 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

 
計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。 

 
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本 

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、 年 月 日から 年 月 日までの第 期事業年度の取締役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第 条の 第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施
しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の執行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成 年 月 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（ ）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（ ）計算書類及びその附属明細書の監査結果
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（ ）連結計算書類の監査結果
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

年 月 日

株式会社ＫＧ情報 監査等委員会
常勤監査等委員 藤井 光明 印
監査等委員 中村 久雄 印
監査等委員 達野 克己 印  

 

（注）監査等委員全員は、会社法第２条第 号及び第 条第６項に定める社外取締役であります。

以上 
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

本株主総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く）５名全員が任期満了となりますので、
取締役（監査等委員である取締役を除く）５名の選任をお願いするものであります。
候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１ 益
ます

田
だ

武
たけ

美
み

（ 年２月 日）

年１月 有限会社マスダ出版設立 代表取締役就任

年２月 有限会社ベルクに商号変更 代表取締役就任

年３月 株式会社ケージー情報出版へ組織変更

代表取締役社長就任

年８月 当社代表取締役社長就任（現任）

年３月 株式会社アピールコム

代表取締役社長就任（現任）

株

２ 須
す

田
だ

幸
ゆき

正
まさ

（ 年２月６日）

年７月 当社入社

年３月 取締役就任

年 月 専務取締役就任（現任）

株

３ 板
いた

野
の

信
のぶ

夫
お

（ 年 月 日）

年９月 当社入社

年 月 執行役員第２求人事業部長就任

年３月 取締役事業推進本部長就任

年１月 取締役事業推進本部長兼イーノ事業部長就任

年１月 取締役事業推進本部長就任（現任）

株

４ 橋
はし

本
もと

功
いさお

（ 年１月 日）

年２月 当社入社

年３月 取締役販売本部長就任

年４月 取締役求人事業部長就任（現任）

株

５ 三
み

上
かみ

芳
よし

久
ひさ

（ 年２月 日）

年９月 当社入社

年 月 執行役員管理本部長就任

年３月 取締役管理本部長就任（現任）

株

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締
役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

武
たけ

田
だ

英 彦
ひで ひこ

（ 年 月７日）

年４月 株式会社ノエビア入社

年９月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監

査法人）入社

年１月 公認会計士武田英彦事務所開設（現任）

年５月 株式会社エスポア社外監査役就任（現任）

年 月 株式会社キーエンス社外監査役就任（現任）

株

（注）１．候補者は、公認会計士武田英彦事務所の代表者であり、当社と同事務所との間で会計顧問契約を締結しており
ます。

２．武田英彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、会計士・税理士としての専門的
な知識や経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識は、当社取締役の職務執行の監査を
客観的な見地で行うに適任であると考え、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

以上 
 




